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肝炎対策推進協議会 御中 

２０２１年５月２１日 

肝炎対策推進協議会委員 

出 田 妙 子 

及 川 綾 子 

後 藤 千 代 美 

鹿 野 さ ゆ り 

辰 巳 創 史 

山 﨑 喜 彦 

米 澤 敦 子 

「肝炎対策の推進に関する基本的な指針」の改正にあたっての意見 

 

２０２１年度に予定されている「肝炎対策の推進に関する基本的な指針」の改正について、

患者団体所属の協議会委員として重要な視点であると考えるのは以下の４点です。 

 

１ 肝炎対策の究極目標としての「肝炎の完全克服」の明示 

現在、世界では国連が提唱しているＳＤＧｓ（持続可能な開発目標）がさまざまな経済・

社会・文化活動の理念として掲げられています。ＷＨＯは２０１６年、その具体化の一つ

として「２０３０年までの世界からのＢ型・Ｃ型肝炎の排除（エリミネーション）」を掲

げました。ここで「肝炎エリミネーション」とは、開発途上国も含めた全世界における「新

規感染の９０％削減、死亡の６５％削減」を目指すものですが、そのために必要な施策は

感染予防、ウイルス検査と陽性者の重症化防止、発症者に対する適切な医療の提供である

とされており、まさにわが国がすすめてきた肝炎対策の柱と共通します。 

そして、わが国には世界の中でもきわめて先進的・総合的な肝炎対策を進めてきた歴史

があり、またＣ型肝炎のウイルス排除治療及びＢ型肝炎のウイルス抑制治療が医療費助

成の下で広く普及している医療水準にあるため、２０３０年までに世界からの「肝炎エリ

ミネーション」を達成するためにも、わが国こそがその先頭に立って肝炎対策をいっそう

強力に進めていくことが必要です。 

さらに、ウイルス性肝炎問題の真の解決は、Ｃ型肝炎と同様にＢ型肝炎のウイルス排

除・根治薬の開発と実用化なしにはありえません。すなわち、Ｂ肝創薬を目指すわが国の

肝炎対策においては、「肝炎エリミネーション」を超えた「肝炎の完全克服」を究極目標

として、基本指針中に明示的に掲げるべき歴史的段階にあると考えます。 

また、「肝炎の完全克服」にいたる過程においても、最終的に「ウイルス排除」に至ら

ない患者が一定数は存在し、さらに「ウイルス排除」に至ったとしても、肝臓の状態その

ものが完全に回復するとは限りません。したがって、そうした患者へのさらなる治療法の

研究や生活保障等の施策を引き続き推進することもあわせてのぞまれるところです。 

 

２ 肝炎対策の到達点の検証とあらたな検討 

肝炎対策基本法の成立から１２年、基本指針制定から１０年が経過しましたが、先ほど

述べたとおり、この間に世界的にも先進的な肝炎対策が総合的にすすめられてきました。 

しかしながら、例えば地方公共団体の実施するウイルス検査は関係者の努力や工夫も

あってかなり広く普及してきましたが、ウイルス検査で陽性と判明した者の全てが精密
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検査やその後の継続的検査、さらに必要な治療を受けているわけではなく、これではせっ

かくウイルス検査を受けた意味がありません。この点については、医療機関における術前

検査等の他科検診によるウイルス陽性判明者も含めて、重症化防止のためのフォローア

ップをすすめるための施策がとられつつありますが、残念ながらいまだ十分とは言えな

いのが現状です。また、私たちの長年の目標であり、関係者の多大な努力のもとで２０１

８年から実現した重度肝硬変・肝がん医療費助成制度は、制度利用者のあまりの少なさを

改善するために今年度から助成対象が拡充されましたが、今後とも利用実態の調査を踏

まえたより効果的な制度のあり方についての検討が継続されるべきです。 

このように、基本指針に定められた各種肝炎対策については、指針制定から１０年の節

目にあたってその到達点と問題点をしっかりと検証し、問題点の原因とこれを解消する

ためにさらに必要な施策は何か、を明らかにしていかなければなりません。基本指針の今

回の改正にあたっては、こうした検証とあらたな検討の視点が不可欠であると考えます。 

 

３ 肝炎ウイルス検査及び肝炎医療の均てん化の実現 

肝炎対策基本法は、基本理念として「何人もその居住する地域にかかわらず等しく肝炎

に係る検査を受けることができるようにすること」（同法第２条第１項２号）、「肝炎ウイ

ルスの感染者及び肝炎患者がその居住する地域にかかわらず等しく適切な肝炎に係る医

療を受けることができるようにすること」（同３号）を定めています。すなわち、国民が

どの地域に居住していても、肝炎ウイルス検査の機会が同じように保障され、適切な肝炎

医療が同じように受けられることが、わが国の肝炎対策の基本理念です。 

特に、肝炎医療の均てん化のためには、「専門的な知識及び技能を有する医師その他の

医療従事者の育成」「医療機関の整備等」「肝炎患者の療養に係る経済的支援」「肝炎医療

を受ける機会の確保等」「肝炎医療に関する情報の収集提供体制の整備等」の諸施策が確

実に実施される必要があります。 

こうした肝炎ウイルス検査及び肝炎医療の均てん化のためには、国、地方自治体及び拠

点病院が相互に連携し、それぞれの地域で適切な肝炎対策を構築しなければなりません。 

とりわけ国は、各地の施策内容と実施状況を把握し、今日のわが国において標準的な水

準と考えられる肝炎対策を構築できていない地方自治体に対して、これまで以上により

積極的に関与することが求められます。 

 

４ 偏見・差別の解消－人権教育の視点の導入 

肝炎患者等に対する偏見・差別を解消するためには、いわゆる正しい知識の一般的普及

だけにとどまらず、感染症の患者に対してどのようにふるまうべきか、という観点での人

権感覚を国民の中で高めていく取組みが大切です。 

わが国では、やはり感染症であるエイズ患者やハンセン病患者・元患者に対する偏見・

差別の「負の歴史」があります。また現在、日本と世界で猛威を振るう新型コロナウイル

スの患者やその治療にあたる医療従事者に対する偏見・差別が社会問題化しています。 

ウイルス性肝炎患者に対する偏見・差別の問題は、基本的にこれら感染症患者らに対す

る偏見・差別と共通する構造を抱えており、２０１１年の閣議決定「人権教育・啓発に関

する基本計画」が指摘するとおり、「感染症については、まず、治療及び予防といった医

学的な対応が不可欠であることは言うまでもないが、それとともに、患者、元患者や家族

に対する偏見や差別意識の解消など、人権に関する配慮も欠かせない」ところです。 

肝炎患者ひいては感染症患者と関係者らに対する偏見・差別の解消のために、学校教

育・社会人教育において、さらには国民的な啓発運動の場面においても、感染症に関する

人権教育の視点が導入される必要があります。 

以上 
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肝炎対策基本指針 改正試案 

肝炎とは、肝臓の細胞が破壊されている状態であり、その原因は、

ウイルス性アルコール性、自己免疫性等に分類され、多様である。我

が国では、Ｂ型肝炎ウイルス又はＣ型肝炎ウイルス（以下「肝炎ウイ

ルス」という。）感染に起因する肝炎患者が肝炎にり患した者の多く

を占めており、Ｂ型肝炎及びＣ型肝炎に係る対策が喫緊の課題となっ

ている。 

 

 

 

 

近年の国におけるＢ型肝炎及びＣ型肝炎に係る対策については、平成 

14年度からのＣ型肝炎等緊急総合対策の開始、平成十九年度からの都

道府県の選定による肝疾患診療連携拠点病院（以下「拠点病院」とい

う。）の整備等の取組を進めてきた。 

 

また、平成 20 年度以降、肝炎の治療促進のための環境整備、肝炎ウイルス

検査の促進、肝炎に係る診療及び相談体制の整備、国民に対する肝炎に係る

正しい知識の普及啓発並びに肝炎に係る研究の推進の５本の柱からなる肝

炎総合対策を進めてきた。 

 

さらに、研究分野に関しては、平成 23 年 12 月に、肝炎の専門家か

らなる肝炎治療戦略会議が「肝炎研究 10 カ年戦略」を取りまとめ、これに

基づき肝炎研究に取り組んできたところである。 

 

最近ではＣ型肝炎の治療が進展し、患者支援が充実されてきた一方

で、肝炎ウイルスに感染しているものの自覚のない者が多数存在する

肝炎とは、肝臓の細胞が破壊されている状態であり、その原因

は、ウイルス性、アルコール性、非アルコール性、自己免疫性等

に分類され、多様である。我が国では、Ｂ型肝炎ウイルス又はＣ

型肝炎ウイルス（以下「肝炎ウイルス」という。）感染に起因す

る肝炎患者が肝炎にり患した者の多くを占めてきたが、近年では

医療の進歩によりＣ型肝炎患者は減少傾向にある。しかし、Ｂ型

肝炎患者はむしろ増加傾向にあり、全体としても肝炎に罹患した

者の中でウイルス性肝炎患者が依然として半数を占め、重症化す

る比率はさらに高い。Ｂ型肝炎及びＣ型肝炎に係る対策の継続は

必要である。 

 

近年の国におけるＢ型肝炎及びＣ型肝炎に係る対策については、

平成 14年度からのＣ型肝炎等緊急総合対策の開始、平成十九年

度からの都道府県の選定による肝疾患診療連携拠点病院（以下

「拠点病院」という。）の整備等の取組を進めてきた。 

 

また、平成 20 年度以降、肝炎の治療促進のための環境整備、肝炎ウ

イルス検査の促進、肝炎に係る診療及び相談体制の整備、国民に対す

る肝炎に係る正しい知識の普及啓発並びに肝炎に係る研究の推進の

５本の柱からなる肝炎総合対策を進めてきた。 

 

さらに、研究分野に関しては、平成 23 年 12 月に、肝炎の専

門家からなる肝炎治療戦略会議が「肝炎研究 10 カ年戦略」を取りま

とめ、これに基づき肝炎研究に取り組んできたところである。 

 

 

最近では、患者支援が充実されるとともに、Ｃ型肝炎はウイ

ルス排除薬の開発により、その撲滅が視野に入る状況となって
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と推定されることや、職域での検診等利便性に配慮した検査体制を整

備すること、肝炎ウイルスに起因する肝炎、肝硬変又は肝がんに係る

医療（以下「肝炎医療」という。）の体制が十分整備されていない地

域があること、精密検査や肝炎医療を適切に受診していない肝炎ウイ

ルス検査結果が陽性である者が多数に上ること等、肝炎医療を必要と

する者に適切に肝炎医療を提供していくためには、いまだ解決すべき

課が多い。また、肝炎ウイルスの感染経路等についての国民の理解が

十分でないことや、肝炎ウイルス検査を受検する必要性に関する認識

が十分でないことに加え、一部では、肝炎ウイルスに持続感染してい

る者（ウイルス性肝炎から進行した肝硬変又は肝がんの患者を含む。

以下「肝炎患者等」という。）に対する不当な差別が存在することが

指摘されている。さらに、地域の実情に応じた肝炎対策を策定及び実

施する地方公共団体における取組がますます重要になってきている。

このような状況を改善し、肝炎対策のより一層の推進を図るために

は、引き続き、国や地方公共団体のみならず、あらゆる関係者が一体

となって、より一層の連携を図ることが必要である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

きたが、ウイルス排除（ＳＶＲ）後の一部の患者における発が

んの危険性が指摘され、これを防止する治療法の研究が望まれ

る。一方でＢ型肝炎は、いまだウイルスを排除しうる薬がなく、

画期的創薬の開発が求められる。地方公共団体の鋭意努力によ

り、地域における肝炎ウイルス感染者の受検と受診は一定の成

果を収めてきたが、依然として肝炎ウイルスに感染しているも

のの自覚のない者が多数存在すると推定されることや、職域で

の検診等利便性に配慮した検査体制を整備すること、肝炎ウイ

ルスに起因する肝炎、肝硬変又は肝がんに係る医療（以下「肝

炎医療」という。）の体制が十分整備されていない地域がある

こと、精密検査や肝炎医療を適切に受診していない肝炎ウイル

ス検査結果が陽性である者が多数に上ること等、肝炎医療を必

要とする者に適切に肝炎医療を提供していくためには、いまだ

解決すべき課題が多い。特に、わが国における肝炎患者等が高

齢化しているという状況に対応した施策を推進することが期待

される。 

また、肝炎ウイルスの感染経路等についての国民の理解が十

分でないことや、肝炎ウイルス検査を受検する必要性に関する

認識が十分でないことに加え、一部では肝炎ウイルスに持続感

染している者（ウイルス性肝炎から進行した肝硬変又は肝がん

の患者を含む。以下「肝炎患者等」という。）に対する不当な差

別が存在することが指摘されている。さらに、地域の実情に応

じた肝炎対策を策定及び実施する地方公共団体における取組の

継続は重要である。このような状況を改善し、肝炎対策のより

一層の推進を図るためには、引き続き、国や地方公共団体のみ

ならず、あらゆる関係者が一体となって、より一層の連携を図

ることが必要である。 

 ＷＨＯにおいても、２０３０年に世界的な肝炎の排除(エリミ
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本指針は、このような現状の下に、肝炎患者等を早期に発見し、ま

た肝炎患者等が安心して治療を受けられる社会を構築するため、国、

地方公共団体等が取り組むべき方向性を示すことにより、肝炎対策の

より一層の推進を図ることを目的とし、肝炎対策基本法（平成 21 年法

律第 97 号）第九条第五項の規定に基づき、平成 23 年５月に策定された

肝炎対策の推進に関する基本的な指針（平成 23 年厚生労働省告示第 160 

号） について必要な見直しを行うものである。 

 

 

なお、我が国では、現在、肝炎にり患した者に占める患者数の多さ

から、Ｂ型肝炎及びＣ型肝炎に係る対策が喫緊の課題となっている。

このため、本指針においては、Ｂ型肝炎及びＣ型肝炎に係る対策に関

する事項を定めるものとする。 

 

第１ 肝炎の予防及び肝炎医療の推進の基本的な方向 

（１）基本的な考え方 

肝炎（Ｂ型肝炎及びＣ型肝炎をいう。以下同じ。）は、適切な治療

を行わないまま放置すると慢性化し、肝硬変や肝がんといったより重篤

な病態に進行するおそれがある。このため、肝炎患者等が生活する中で関

わる全ての者が肝炎に対する理解を深め、これらの者の協力の下、肝炎患者

等が安心して生活できる環境づくりに取り組むことが必要である。したがっ

て、国は、地方公共団体、医療関係者等と連携し、肝炎ウイルス検査の受

ネーション)の達成をＳＤＧｓ（持続可能な開発目標）の一環と

して実現するべく目標を掲げており、わが国のこれまでの肝炎

対策の成果と到達点を再確認しながら、肝炎排除の国際的目標

に貢献し、さらに肝炎の完全な克服を目指す取組みを強化する

必要がある。 

 

本指針は、このような現状の下に、肝炎患者等を早期に発見

し、また肝炎患者等が安心して治療を受けられる社会を構築す

るため、国、地方公共団体等が取り組むべき方向性を示すことに

より、肝炎対策のより一層の推進を図ることを目的とし、肝炎対

策基本法（平成 21 年法律第 97 号）第九条第五項の規定に基づき、

平成23年5月に策定され平成28年6月に改訂された肝炎対策の推進に

関する基本的な指針（平成 23 年厚生労働省告示第 160 号） につい

て必要な見直しを行うものである。 

 

なお、我が国では、現在、肝炎にり患した者に占める患者数

の多さから、Ｂ型肝炎及びＣ型肝炎に係る対策が依然として重

要な課題となっている。このため、本指針においては、Ｂ型肝

炎及びＣ型肝炎に係る対策に関する事項を定めるものとする。 

 

第１ 肝炎の予防及び肝炎医療の推進の基本的な方向 

（１）基本的な考え方 

肝炎（Ｂ型肝炎及びＣ型肝炎をいう。以下同じ。）は、適切な

治療を行わないまま放置すると慢性化し、肝硬変や肝がんといった

より重篤な病態に進行するおそれがある。このため、肝炎患者等が

生活する中で関わる全ての者が肝炎に対する理解を深め、これらの者

の協力の下、肝炎患者等が安心して生活できる環境づくりに取り組むこ

とが必要である。したがって、国は、地方公共団体、医療関係者等と連
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検促進、検査結果が陽性である者のフォローアップや肝炎患者等の早

期かつ適切な肝炎医療の受診の促進等の肝炎総合対策を推進するこ

とにより、肝硬変又は肝がんへの移行者を減らすことを目標とし、肝

がんのり患率をできるだけ減少させることを指標として設定する。 

また、肝炎対策は、肝炎患者等を含めた国民の視点に立ち、国民の理解

及び協力を得て、肝炎患者等を含む関係者が一体となって、連携して対

策を進めることが重要である。 

なお、国及び地方公共団体が肝炎対策を実施するに当たっては、そ

の目標、具体的な指標等を設定し、定期的にその達成状況を把握し、

必要に応じて施策の見直しを検討することが重要である。 

 

 

 

（２）肝炎ウイルス検査の更なる促進 

肝炎ウイルスの感染経路は様々であり、個々人が肝炎ウイルスに感

染した可能性があるか否かを一概に判断することは困難であること

から、全ての国民が、少なくとも一回は肝炎ウイルス検査を受検する

必要があると考えられる。特に、肝炎ウイルス検査を受けたことがない

人が、自らの健康や生命に関わる問題であることを認識し、できる限り早

期に受検するとともに、その結果を認識し、検査結果に応じた受診等の

行動につながるようにすることが重要である。 

このため、肝炎ウイルス検査の受検体制を整備し、受検の勧奨を行うこ

とが必要であるが、特に、引き続き、地方公共団体等による検査以外に

職域において検査を受けられる機会を確保する等の取組を進めるとと

もに、検査結果が陽性である者の早期かつ適切な受診を促すための

フォローアップ体制の整備にも、併せて取り組んでいくことが必要

である。 

 

 

 

携し、肝炎ウイルス検査の受検促進、検査結果が陽性である者の

フォローアップや肝炎患者等の早期かつ適切な肝炎医療の受

診の促進等の肝炎総合対策を推進することにより、肝硬変又は

肝がんへの移行者を減らすことを目標とし、肝がんのり患率をで

きるだけ減少させることを指標として設定する。 

また、肝炎対策は、肝炎患者等を含めた国民の視点に立ち、国民

の理解及び協力を得て、肝炎患者等を含む関係者が一体となって、

連携して対策を進めることが重要である。 

なお、国及び地方公共団体が肝炎対策を実施するに当たって

は、その目標、具体的な指標等を設定し、定期的にその達成状況

を把握し、必要に応じて施策の見直しを検討することが重要で

ある。 

 

（２）肝炎ウイルス検査の更なる促進 

肝炎ウイルスの感染経路は様々であり、個々人が肝炎ウイルス

に感染した可能性があるか否かを一概に判断することは困難で

あることから、一定年齢に達すれば必ずウイルス検査を受検す

るよう啓発や勧奨を推進し、全ての国民が少なくとも一回は肝

炎ウイルス検査を受検する必要があると考えられる。特に、肝

炎ウイルス検査を受けたことがない人が、自らの健康や生命に関わ

る問題であることを認識し、できる限り早期に受検するとともに、そ

の結果を認識し、検査結果に応じた受診等の行動につながるよ

うにすることが重要である。 

このため、肝炎ウイルス検査の受検体制を整備し、特にそれまでの

未受検者に対して焦点を絞った受検の勧奨を行うことが必要である

が、特に、引き続き、地方公共団体等による検査以外に職域におい

て検査を受けられる機会を確保する等の取組を進めるとともに、

検査結果が陽性である者に対しては、Ｃ型肝炎は高い確率でウ

イルス排除が可能であること、Ｂ型肝炎もウイルス抑制が可
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（３）適切な肝炎医療の推進 

肝炎患者等の健康保持のためには、個々の状況に応じた適切な治療を

受けることが重要である。 

 

 

 

 

肝炎患者等に対し、病態に応じた適切な肝炎医療を提供するためには、

専門的な知識や経験が必要であるため、個々の肝炎患者等は、肝炎医療

を専門とする医療機関（以下「専門医療機関」という。）において治療

方針の決定を受けることが望ましい。 

また、専門医療機関において治療方針の決定を受けた肝炎患者等は、継

続して適切な治療を受けることが必要である。 

このため、肝炎患者等が、居住地域にかかわらず適切な肝炎医療を受けら

れるよう、地域の特性に応じた肝疾患診療体制を構築するため、拠点病院

が中心となって、専門医療機関等の治療水準の向上、かかりつけ医を含

む地域の医療機関との連携の強化等を図る必要がある。 

 

 

 

また、肝炎ウイルスを排除し又はその増殖を抑制する抗ウイルス療法

（肝炎の根治目的で行うインターフェロン治療及びインターフェロ

ンフリー治療又はＢ型肝炎の核酸アナログ製剤治療をいう。以下同

能であることの理解を促しつつ、早期かつ適切な受診を促す

ためのフォローアップ体制の整備には重点的に取り組んでい

くことが必要である。 

職域の検診と陽性者フォローは、医療の進歩により就業と治療

が両立可能であることを背景として、一層の拡充を推進する。 

 

（３）適切な肝炎医療の推進 

肝炎患者等の健康保持のためには、個々の状況に応じた適切な

治療を受けることが重要である。他方で、肝炎については症状

が進行しなければ自覚症状が乏しいことが多く、また肝炎患者

等に対する偏見・差別が存在するなどの事情を医療機関は十分

に認識して肝炎患者等に接することが必要不可欠である。 

 

肝炎患者等に対し、病態に応じた適切な肝炎医療を提供するため

には、専門的な知識や経験が必要であるため、個々の肝炎患者等

は、肝炎医療を専門とする医療機関（以下「専門医療機関」とい

う。）において治療方針の決定を受けることが望ましい。 

また、専門医療機関において治療方針の決定を受けた肝炎患者等

は、継続して適切な治療を受けることが必要である。 

このため、肝炎患者等が、居住地域にかかわらず適切な肝炎医療を受

けられるよう、地域の特性に応じた肝疾患診療体制を構築するた

め、拠点病院が中心となって、専門医療機関等の治療水準の向上、

かかりつけ医を含む地域の医療機関との連携の強化等を図り、地

域連携の一方法として遠隔地からの相談支援に容易に応えられる

オンライン診療の活用等を研究・推進する必要がある。 

 

また、肝炎ウイルスを排除し又はその増殖を抑制する抗ウイルス

療法（肝炎の根治目的で行うインターフェロン治療及びインタ

ーフェロンフリー治療又はＢ型肝炎の核酸アナログ製剤治療を
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じ。）については、肝硬変や肝がんといった、より重篤な病態への進行

を予防し、又は遅らせることが可能である。また、抗ウイルス療法は、結

果的にウイルス量が低減することにより二次感染の予防につながるとい

う側面もある。このため、引き続き、抗ウイルス療法に対する経済的

支援に取り組み、その効果を検証していく必要がある。 

 

 

（４） 肝炎医療をはじめとする研究の総合的な推進 

肝炎は国内最大級の感染症であり、感染を放置すると肝硬変や肝がん

といった重篤な病態に進行する。このため、肝炎医療の水準の向上等に

向けて、肝炎に関する基礎、臨床及び疫学研究等を総合的に推進する

必要がある。 

また、肝炎患者等の負担軽減に資するよう、肝炎対策を総合的に推

進するための基盤となる行政的な課題を解決するために必要な研究に

ついても、現状を踏まえて進める必要がある。 

 

 

（５） 肝炎に関する正しい知識の更なる普及啓発 

肝炎ウイルスは、感染しても自覚症状に乏しいことから、感染に気付き

にくく、また、感染を認識していても、感染者が早急な治療の必要性を認

識しにくい。このため、国民一人一人が感染によるリスクを自覚した対応

を図るよう、肝炎についての正しい知識を持つための更なる普及啓発

に取り組む必要がある。 

さらに、肝炎患者等に対する不当な差別を解消し、また、感染経路につ

いての知識不足による新たな感染を予防するためにも、肝炎についての

正しい知識を普及し、これにより肝炎患者等に関わる者が適切な対応を

行うことができるようにすることが必要である。 

 

 

いう。以下同じ。）については、肝硬変や肝がんといった、より

重篤な病態への進行を予防し、又は遅らせることが可能である。ま

た、抗ウイルス療法は、結果的にウイルス量が低減することにより

二次感染の予防につながるという側面もある。このため、引き続

き、抗ウイルス療法に対する経済的支援に取り組み、その効果

を検証していく必要がある。 

 

（４） 肝炎医療をはじめとする研究の総合的な推進 

肝炎は国内最大級の感染症であり、感染を放置すると肝硬変や肝

がんといった重篤な病態に進行する。このため、肝炎医療の水準

の向上等に向けて、肝炎に関する基礎、臨床及び疫学研究等を総

合的に推進する必要がある。 

また、肝炎患者等の負担軽減に資するよう、肝炎対策を総合的

に推進するための基盤となる行政的な課題を解決するために必要

な研究についても、地方公共団体や拠点病院の現状に関する評価

を踏まえて進める必要がある。 

 

（５） 肝炎に関する正しい知識の更なる普及啓発と人権教育の徹

底 

肝炎ウイルスは、感染しても自覚症状に乏しいことから、感染に

気付きにくく、また、感染を認識していても、感染者が早急な治療

の必要性を認識しにくい。このため、国民一人一人が感染によるリ

スクを自覚した対応を図るよう、肝炎についての正しい知識を持

つために、より計画的な普及啓発に取り組む必要がある。 

さらに、肝炎患者等に対する不当な差別を解消し、また、感染経

路についての知識不足による新たな感染を予防するためにも、肝

炎についての正しい知識を普及し、これにより肝炎患者等に関わる

者が適切な対応を行うことができるようにすることが必要であ

る。 
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（６） 肝炎患者等及びその家族等に対する相談支援や情報提供の充実 

肝炎患者等及びその家族等の多くは、肝炎が肝硬変や肝がんといった、

より重篤な病態へ進行することに対する将来的な不安を抱えている。ま

た、治療における副作用等、治療開始前及び治療中において、精神的な

負担に直面することも多い。このため、こうした肝炎患者等及びその家族

等の不安や精神的負担の軽減に資するため、肝炎患者等及びその家族等

への相談支援を行う必要がある。 

また、肝炎患者等及びその家族等を含む国民の視点に立った分かりやす

い情報提供について、引き続き取組を推進する必要がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また、肝炎患者等に対する偏見・差別を解消するためには、正

しい知識の普及だけではなく、感染者・感染症患者に対してどの

ようにふるまうべきか、という観点での人権教育が必要である。

エイズ患者やハンセン病患者・元患者に対する偏見・差別の歴史

もふまえ、学校教育及び社会教育における学習等の機会を活用

し、人権教育が徹底されなければならない。 

 

（６） 肝炎患者等及びその家族等に対する相談支援や情報提供の

充実 

肝炎患者等及びその家族等の多くは、肝炎が肝硬変や肝がんとい

った、より重篤な病態へ進行することに対する将来的な不安を抱

えている。また、治療における副作用等、治療開始前及び治療中

において、精神的な負担に直面することも多い。このため、こうし

た肝炎患者等及びその家族等の不安や精神的負担の軽減に資する

ため、肝炎患者等及びその家族等への相談支援を行う必要がある。 

また、肝炎患者等及びその家族等を含む国民の視点に立った分か

りやすい情報提供について、引き続き取組を推進する必要があ

る。 

 

(７） 肝炎ウイルス検査及び肝炎医療の均てん化 

肝炎対策基本法は、基本理念として「何人もその居住する地域

にかかわらず等しく肝炎に係る検査を受けることができるように

すること」（同法第２条第１項２号）、「肝炎ウイルスの感染者

及び肝炎患者がその居住する地域にかかわらず等しく適切な肝炎

に係る医療を受けることができるようにすること」（同３号）と

定めている。肝炎医療の均てん化については、「専門的な知識及

び技能を有する医師その他の医療従事者の育成」「医療機関の整

備等」「肝炎患者の療養に係る経済的支援」「肝炎医療を受ける

機会の確保等」「肝炎医療に関する情報の収集提供体制の整備

等」の施策が必要である。 

国民がどの地域に居住していても、肝炎ウイルス検査の機会が
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第２ 肝炎の予防のための施策に関する事項 

（１）今後の取組の方針について 

感染経路についての知識不足による新たな感染を予防するため、全

ての国民に対して肝炎についての正しい知識を普及することが必要で

ある。 

また、国は、地方公共団体に対して、妊婦に対するＢ型肝炎抗原検査を妊

婦健康診査の標準的な検査項目として示すほか、各医療機関において、

当該検査の結果が陽性であった妊婦から出生した乳児に対するＢ型

肝炎ワクチンの接種等の適切な対応が行われるよう指導を求める

等のＢ型肝炎母子感染予防対策を講じており、これらの対策の効果検

証を行うとともに、引き続きこの取組を進める。 

さらに、Ｂ型肝炎の感染はワクチンによって予防可能であることから、

水平感染防止の手段の一つとして、Ｂ型肝炎ワクチンの定期接種を推進し

ていく。 

 

 

 

 

（２） 今後取組が必要な事項について 

ア 国は、肝炎ウイルスへの新たな感染の発生を防止するために作成

同じように保障され、適切な肝炎医療が同じように受けられるこ

とが大切である。 

肝炎ウイルス検査及び肝炎医療の均てん化のため、国、地方自

治体及び拠点病院は、相互に連携し、それぞれの地域で適切な肝

炎対策を構築しなければならない。 

特に、国は、各地の施策を把握し、標準的な肝炎対策を構築で

きていない地方自治体に対しては積極的に支援することが求めら

れる。 

  

第２ 肝炎の予防のための施策に関する事項 

（１）今後の取組の方針について 

感染経路についての知識不足による新たな感染を予防するた

め、全ての国民に対して肝炎についての正しい知識を普及する

ことが必要である。 

また、国は、地方公共団体に対して、妊婦に対するＢ型肝炎抗原検

査を妊婦健康診査の標準的な検査項目として示すほか、各医療機

関において、当該検査の結果が陽性であった妊婦から出生した

乳児に対するＢ型肝炎ワクチンの接種等の適切な対応が行わ

れるよう指導を求める等のＢ型肝炎母子感染予防対策を講じ

ており、これらの対策の効果検証を行うとともに、引き続きこの

取組を進める。 

さらに、Ｂ型肝炎の感染はワクチンによって予防可能であること

から、水平感染防止の手段の一つとして、引き続きＢ型肝炎ワクチ

ンの定期接種を推進していく。Ｃ型肝炎については、ウイルス排除

が可能となったことから、感染予防の観点からもＣ型肝炎陽性者の

ウイルス排除治療の推進に取り組む。 

  

（２） 今後取組が必要な事項について 

ア 国は、肝炎ウイルスへの新たな感染の発生を防止するため
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された日常生活上の感染予防の留意点を取りまとめた啓発用の資材や、

高齢者施設及び保育施設における感染予防ガイドラインについて、地方

公共団体等と連携を図りながら、普及啓発を進めるとともに、これらがよ

り一層活用されるような方策を検討する。 

 

 

 

イ 国は、ピアスの穴あけ等血液の付着する器具の共有を伴う行為や

性行為等、感染の危険性のある行為に興味を抱く年代に対して、肝炎

についての正しい知識と理解を深めるための普及啓発を進めるととも

に、その推進方策について、地方公共団体、学校教育関係者、患者団

体等の様々な関係者と連携し検討を進める。 

 

 

ウ 国及び地方公共団体は、医療従事者等の感染のリスクの高い集

団を中心として、Ｂ型肝炎ワクチンの有効性、安全性等に関する情

報提供を行う。 

 

エ 国は、地方公共団体と協力して、Ｂ型肝炎ワクチンの定期接種

の実施を図る。 

 

 

 

 

第３ 肝炎検査の実施体制及び検査能力の向上に関する事項 

（１） 今後の取組の方針について 

肝炎ウイルスの感染状況を本人が把握するための肝炎ウイルス

検査については、医療保険者や事業主等の多様な実施主体において

に作成された日常生活上の感染予防の留意点を取りまとめた啓発

用の資材や、高齢者施設及び保育施設における感染予防ガイドラ

インについて、地方公共団体等と連携を図りながら、普及啓発を進

めるとともに、これらがより一層活用されるような方策を検討す

る。さらに、医療従事者を対象とする感染予防ガイドラインの作

成・活用についても検討する。 

 

イ 国は、ピアスの穴あけやアートメイク等血液の付着する器

具の共有を伴う行為や性行為等の感染危険性について、こうし

た行為に興味を抱く年代が幅広く存在することに配慮しつつ、

肝炎についての正しい知識と理解を深めるための普及啓発を進

めるとともに、その推進方策について、地方公共団体、学校教

育関係者、患者団体等の様々な関係者と連携し検討を進める。 

 

ウ 国及び地方公共団体は、医療従事者等の感染のリスクの

高い集団を中心として、Ｂ型肝炎ワクチンの有効性、安全性等

に関する情報提供を行う。 

 

エ 国は、地方公共団体と協力して、Ｂ型肝炎ワクチンの定 

期接種の実施を図る。 

 

オ 国は、地方公共団体と協力して、Ｃ型肝炎陽性者をウイル

ス排除治療に誘導する。 

 

第３ 肝炎検査の実施体制及び検査能力の向上に関する事項 

（１） 今後の取組の方針について 

肝炎ウイルスの感染状況を本人が把握するための肝炎ウイ

ルス検査については、医療保険者や事業主等の多様な実施主

体において実施されていることや、プライバシーに配慮して匿名
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実施されていることや、プライバシーに配慮して匿名で実施されている

場合があること等から、当該検査の受検状況の実態を把握することは

困難な状況にある。 

しかしながら、肝炎ウイルス検査体制の整備及び普及啓発を効果的に実

施するためには、施策を行う上での指標が必要であることから、地方公共

団体での肝炎ウイルス検査の受検者数等の肝炎ウイルス検査の実施

状況を把握するための調査及び研究が引き続き必要である。 

また、肝炎ウイルス検査の未受検者や、受検しているが検査結果を正し

く認識していない者等、感染の事実を認識していない肝炎患者等が多数存在

することが推定される。このため、感染経路は様々であり、本人の自覚

なしに感染している可能性があることを含めて、肝炎に関する正し

い知識の普及啓発を行い、全ての国民が少なくとも一回は肝炎ウイルス

検査を受検することが必要であることを周知する。 

 

 

また、研究の成果も踏まえ、受検者の利便性に配慮して肝炎ウイルス検査

を受検できる体制の整備等を引き続き進めるとともに、施策の効果を検

証するための研究を推進する必要がある。 

 

また、受検率の向上に当たっては、肝炎ウイルス検査等を勧める肝炎医療

コーディネーターやＩＴの活用等、現場の状況に応じた対応を図ってい

くことが重要である。 

 

さらに、肝炎ウイルス検査の結果について、受検者各自が正しく認識でき

るよう、肝炎の病態等に係る情報提供を行うとともに、肝炎医療に携わる

者に対し、肝炎ウイルス検査に関する最新の知見についての研修や情報提

供を適切に行う必要がある。 

 

で実施されている場合があること等から、当該検査の受検状況の

実態を把握することは困難な状況にある。 

しかしながら、肝炎ウイルス検査体制の整備及び普及啓発を効果的

に実施するためには、施策を行う上での指標が必要であることか

ら、地方公共団体での肝炎ウイルス検査の受検者数等の肝炎ウ

イルス検査の実施状況を把握するための調査及び研究が引き

続き必要である。 

また、肝炎ウイルス検査の未受検者や、受検しているが検査結果を

正しく認識していない者等、感染の事実を認識していない肝炎患者等

が多数存在することが推定される。このため、感染経路は様々であ

り、本人の自覚なしに感染している可能性があることを含めて、

肝炎に関する正しい知識の普及啓発を行い、全ての国民が少な

くとも一回は肝炎ウイルス検査を受検することが必要であること

を周知する。 

また、職域検査等の研究の成果も踏まえ、受検者の利便性及びプラ

イバシーに配慮して肝炎ウイルス検査を受検できる体制の整備等を

引き続き進めるとともに、施策の効果を検証するための研究を推

進する必要がある。 

また、受検率の向上に当たっては、肝炎ウイルス検査等を勧める肝

炎医療コーディネーターやＩＴの活用等及びとりわけ未受検者に

対してさらなる働きかけを行う等、現場の状況に応じた対応を図

っていくことが重要である。 

さらに、肝炎ウイルス検査の結果について、受検者各自が正しく認

識できるよう、肝炎の病態等に係る情報提供を行うとともに、肝炎

医療に携わる者に対し、肝炎ウイルス検査に関する最新の知見につ

いての研修や情報提供を適切に行う必要がある。 
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（２）今後取組が必要な事項について 

ア 国は、国民の肝炎ウイルス検査に係る受検率や検査後の受診状

況等について把握するための調査及び研究を引き続き行う。 

 

イ 国は、現在、地方公共団体が実施主体となって行っている肝炎

ウイルス検査について、地方公共団体に対し、引き続き、検査の実

施とその体制の整備を要請する。地方公共団体は、例えば肝炎医療コ

ーディネーター等を活用した普及啓発等の個別の受検勧奨等を進め

るとともに、医療機関への委託検査や出張型検診等、利便性に配慮し

た体制の整備を図る。国は、これらの地方公共団体の取組に対して、

研究班での成果等を踏まえ必要な支援を行う。 

 

 

ウ 国及び地方公共団体は、相互に協力して、肝炎ウイルス検査に

関する効果的な広報に取り組む。あわせて、肝炎ウイルス検査の受

検について、職域において健康管理に携わる者や、医療保険者、事業

主等の関係者を通じ、職域において受検勧奨が行われるような取組

を図る。 

 

エ 国は、多様な検査機会の確保の観点から、健康保険法（大正 11 年法

律第 70号）に基づき行われる健康診査等及び労働安全衛生法（昭和 47 年法

律第 57 号） に基づき行われる健康診断時に併せて肝炎ウイルス検査が

実施されるよう、地方公共団体や拠点病院等と連携し、研究班の成果等

も踏まえ、医療保険者や事業主等の関係者の理解を得て、その促進に取り

組む。 

また、医療保険者や事業主が肝炎ウイルス検査を実施する場合の検査結

果について、プライバシーに配慮した適正な通知と取扱いがなされるよ

う、医療保険者及び事業主に対して引き続き周知を行う。 

 

（２）今後取組が必要な事項について 

ア 国は、国民の肝炎ウイルス検査に係る受検率や検査後の

受診状況等について把握するための調査及び研究を引き続き

行う。 

イ 国は、現在、地方公共団体が実施主体となって行っている

肝炎ウイルス検査について、地方公共団体に対し、引き続き、

検査の実施とその体制の整備を要請する。地方公共団体は、例

えば肝炎医療コーディネーター等を活用した普及啓発等の個別

の受検勧奨等を進めるとともに、医療機関への委託検査や出張

型検診等、利便性に配慮した体制の整備を図る。国は、これら

の地方公共団体の取組に対して、研究班での成果等を踏まえ必

要な支援を行う。 

 

ウ 国及び地方公共団体は、相互に協力して、肝炎ウイルス検

査に関する効果的な広報に取り組む。あわせて、肝炎ウイルス

検査の受検について、職域において健康管理に携わる者や、医

療保険者、事業主等の関係者を通じ、職域において受検勧奨が

行われるような取組を図る。 

 

エ 国は、多様な検査機会の確保の観点から、健康保険法（大正 

11 年法律第 70号）に基づき行われる健康診査等及び労働安全衛生法

（昭和 47 年法律第 57 号） に基づき行われる健康診断時に併せて肝

炎ウイルス検査が実施されるよう、地方公共団体や拠点病院等と

連携し、研究班の成果等も踏まえ、医療保険者や事業主等の関係者

の理解を得て、その促進に取り組む。 

また、医療保険者や事業主が肝炎ウイルス検査を実施する場合の

検査結果について、プライバシーに配慮した適正な通知と取扱いが

なされるよう、医療保険者及び事業主に対して引き続き周知を行

う。 
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オ 国、国立研究開発法人国立国際医療研究センター肝炎・免疫研究セ

ンター肝炎情報センター（以下「肝炎情報センター」という。）、地方

公共団体、拠点病院等は、相互に連携を図りながら、肝炎ウイルス検査の

受検前及び結果通知時において、受検者各自が、病態、治療及び予防に

ついて正しく認識できるよう、肝炎の病態、治療及び予防に関する情報に

ついて、受検者等への普及啓発を行う。 

 

 

カ 国及び地方公共団体は、肝炎情報センター及び拠点病院の協力を

得ながら、医療機関に対し、手術前等に行われる肝炎ウイルス検査の結

果について、例えば電子カルテによるシステムを利用する等により、受検

者に適切に説明を行うよう依頼する。医療機関は、肝炎ウイルス検査の

結果について確実に説明を行い、受診につなげるよう取り組む。 

 

 

 

 

 

キ 国、肝炎情報センター、地方公共団体及び拠点病院は、肝炎ウイル

ス検査実施機関において適切な検査が実施されるよう、保健所や医療 

機関の従事者に対して、最新の知見を踏まえた肝炎検査及び肝炎医療に

関する研修の機会を提供する。また、研修の実施機関は、研修の実施状況

について、適宜、国や都道府県に報告する。 

 

第４ 肝炎医療を提供する体制の確保に関する事項 

 

 

 

オ 国、国立研究開発法人国立国際医療研究センター肝炎・免疫研

究センター肝炎情報センター（以下「肝炎情報センター」とい

う。）、地方公共団体、拠点病院等は、相互に連携を図りながら、

肝炎ウイルス検査の受検前及び結果通知時において、受検者各自

が、病態、治療及び予防について正しく認識できるよう、肝炎の病

態、治療及び予防に関する情報について、受検者等への普及啓発を

行う。 

 

カ 国及び地方公共団体は、肝炎情報センター及び拠点病院の協

力を得ながら、医療機関に対し、手術前等に行われる肝炎ウイル

ス検査の結果について、例えば電子カルテによるシステムを利用す

る等により、受検者に適切に説明を行うよう依頼する。特に小規模

医療機関については、これまでの取組みの成果を踏まえつつ、全国

的な実態調査やさらなる研究に基づいて、陽性者を受診につなげ

る施策をいっそう推進する。医療機関は、肝炎ウイルス検査の結果

について確実に説明を行い、もれなく受診につなげるよう重要課

題として取り組む。 

 

キ 国、肝炎情報センター、地方公共団体及び拠点病院は、肝炎

ウイルス検査実施機関において適切な検査が実施されるよう、保

健所や医療機関の従事者に対して、最新の知見を踏まえた肝炎検

査及び肝炎医療に関する研修の機会を提供する。また、研修の実施

機関は、研修の実施状況について、適宜、国や都道府県に報告する。 

 

第４ 肝炎医療を提供する体制の確保に関する事項 

【患者への情報提供】 

＊「今後の取組の方針」及び「今後取組が必要な事項について」

に以下の趣旨を加える。 
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（１） 今後の取組の方針について 

肝炎ウイルス検査の結果、診療が必要と判断された者が医療機関で受診

しない、また、たとえ医療機関で受診しても、必ずしも適切な肝炎医療が

提供されていないという問題点が指摘されている。 

このため、全ての肝炎患者等が継続的かつ適切な肝炎医療を受け

られるよう、国が示す地域の肝疾患連携体制のあり方に基づき、拠点病

院は、専門医療機関及びかかりつけ医との協働による地域での肝炎

診療ネットワークの構築をさらに進める必要がある。また、拠点病院

等の支援を行うため、肝炎情報センターは、肝炎医療に携わる者に対す

る研修の実施や情報提供、相談支援等を行うとともに、必要な調査や提

言等を行う。 

 

また、地域や職域において健康管理に携わる者を含めた関係者の協力を

得ながら、肝炎患者等に対する受診勧奨及び肝炎ウイルス検査後のフォロ

ーアップに関する取組を推進することにより、肝炎患者等の適切な医療

機関への受診につなげる必要がある。あわせて、精密検査の受診率の把

握にも取り組む必要がある。 

 

 

さらに、これらの取組については、居住する地域にかかわらず適切な肝炎

医療を等しく受けることができる肝疾患診療体制の確保を目指し、都道

府県の実情に応じて推進する必要がある。また、その実施状況を把握し、

「感染者・患者が適切な医療を受けるためには、ウイルス性肝炎

の診療・治療について感染者・患者自身が正しい知識をもつこ

とが必要である」 

「国は、肝炎情報センター、地方公共団体、拠点病院と連携し

て、感染者・患者に正しい知識が伝わる仕組みを構築し、その仕

組みを全国に普及する」 

 

（１） 今後の取組の方針について 

肝炎ウイルス検査の結果、診療が必要と判断された者が医療機関

で受診しない、また、たとえ医療機関で受診しても、必ずしも適切

な肝炎医療が提供されていないという問題点が指摘されている。 

このため、全ての肝炎患者等が継続的かつ適切な肝炎医療

を受けられるよう、国が示す地域の肝疾患連携体制のあり方に基

づき、拠点病院は、専門医療機関及びかかりつけ医との協働によ

る地域での肝炎診療ネットワークの構築をさらに進める必要

がある。また、拠点病院等の支援を行うため、肝炎情報センター

は、肝炎医療に携わる者に対する研修の実施や情報提供、相談支援

等を行うとともに、必要な調査や提言等を行う。 

 

また、都道府県と区市町村とが互いに情報を共有し、それぞれが医

療機関との連携を深め、さらに地域や職域において健康管理に携わる

者を含めた関係者の協力を得ながら、肝炎患者等に対する受診勧奨

及び肝炎ウイルス検査後のフォローアップに関する取組を推進す

ることにより、肝炎患者等の適切な医療機関への受診につなげる

必要がある。あわせて、精密検査の受診率の把握にも取り組む必

要がある。 

さらに、これらの取組については、居住する地域にかかわらず適切

な肝炎医療を等しく受けることができる肝疾患診療体制の確保を

目指し、都道府県の実情に応じて推進する必要がある。また、そ
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効果的であるか適宜検証を行いながら実施する必要がある。 

 

 

また、心身等への負担がより少ない治療が可能となったことや、「事業

場における治療と職業生活の両立支援のためのガイドライン」等を踏ま

え、肝炎患者等が、働きながら継続的に治療を受けることができるよう、

事業主、職域において健康管理に携わる者及び労働組合をはじめと

した幅広い関係者の理解及び協力を得られるように啓発を行う必要

がある。また、就労支援に関する取組について、肝炎患者の就労に関

する総合支援モデル事業の成果も活かしつつ、その推進を図る必要

がある。 

また、肝炎患者等の経済的負担軽減のための抗ウイルス療法に係る肝炎

医療費助成の実施、重症化予防のための定期検査費用助成の実施、肝炎

医療に係る諸制度の周知及び新たな抗ウイルス療法に関する情報を

全国に適切に提供することにより、肝炎の早期かつ適切な治療を推

進する。 

 

 

（２） 今後取組が必要な事項について 

ア 国は、地方公共団体、医療機関等と連携して、肝炎患者等が個々

の病態に応じた適切な肝炎医療を受けられるよう、肝炎ウイルス検査

後のフォローアップや受診勧奨等に取り組むとともに、地域や職域にお

いて中心となって活動できる肝炎医療コーディネーターの育成を推進

する。この際、国は、肝炎情報センターとともに、研究の成果等を踏

まえた必要な技術的支援等を実施する。また、都道府県等は、肝炎に対

する情報提供や、拠点病院、専門医療機関及びかかりつけ医の連携等に資

するため、例えば肝炎の病態、治療方法、肝炎医療に関する制度等の

情報を取りまとめた手帳等の作成、配布及び活用の促進等を行う。国

の実施状況を把握し、全国的に目指すべき標準的水準の達成にと

って効果的であるか適宜検証を行いながら実施する必要があ

る。 

また、心身等への負担がより少ない治療が可能となったことや、

「事業場における治療と職業生活の両立支援のためのガイドライ

ン」等を踏まえ、肝炎患者等が、働きながら継続的に治療を受ける

ことができるよう、事業主、職域において健康管理に携わる者及

び労働組合をはじめとした幅広い関係者の理解及び協力を得

られるように啓発を行う必要がある。また、就労支援に関する取

組について、肝炎患者の就労に関する総合支援モデル事業の

成果も活かしつつ、その推進を図る必要がある。 

また、肝炎患者等の経済的負担軽減のための抗ウイルス療法に係る

肝炎医療費助成の実施、重症化予防のための定期検査費用助成の実

施、重度肝硬変・肝がん入通院医療費助成の実施、肝炎医療に係る

諸制度の周知及び新たな抗ウイルス療法に関する情報を全国

に適切に提供することにより、肝炎の早期かつ適切な治療を

推進する。 

 

（２） 今後取組が必要な事項について 

ア 国は、地方公共団体、医療機関等と連携して、肝炎患者等が

個々の病態に応じた適切な肝炎医療を受けられるよう、肝炎ウイ

ルス検査後のフォローアップや受診勧奨等に取り組むとともに、

地域や職域において中心となって活動できる肝炎医療コーディネ

ーターの育成と活用を推進する。肝炎医療コーディネーターが所

属する医療機関等は、肝炎医療コーディネーターの活動を可能な

限り支援する。この際、国は、肝炎情報センターとともに、研究

の成果等を踏まえた必要な技術的支援等を実施する。また、都道

府県等は、肝炎に対する情報提供や、拠点病院、専門医療機関及びか
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は、各都道府県等の取組を情報収集し、必要な情報提供を行う等、こ

うした都道府県等の取組を支援する。 

 

 

 

 

イ 拠点病院は、都道府県での肝疾患の診療ネットワークの中心的な

役割を果たす医療機関として、地方公共団体と協力して、他の専門医

療機関やかかりつけ医と連携しつつ、肝炎患者等が地域で良質かつ適

切な肝炎医療を受けられる環境を整備するよう取り組む。国、都道府

県及び肝炎情報センターは、こうした拠点病院の取組に対して必要な

支援を行う。 

 

ウ 都道府県は、肝炎対策の推進に係る計画等を通じ、拠点病院等と

協力しながら、肝炎医療の推進に取り組む。 

 

エ 都道府県は、地域の肝炎対策を推進するため、行政、医療関係者、

肝炎患者等その他の関係者で協議を行う場を設けるとともに、その適

切な実施及び運営を図ることが重要である。 

 

 

 

オ 国は、肝炎情報センターと連携して、地域や職域において健康管

理に携わる者が肝炎患者等に対して提供するために必要な情報を取

りまとめるとともに、地方公共団体、拠点病院等が、こうした情報を

医療保険者、事業主等へ提供できるよう、技術的支援等を行う。あわ

せて、国は、健康管理に携わる者を通して、肝炎患者等に対し適切な

情報提供が図られるような取組を推進する。 

かりつけ医の連携等に資するため、例えば肝炎の病態、治療方

法、肝炎医療に関する制度等の情報を取りまとめた手帳等の作

成、配布及び活用の促進等を行う。国は、各都道府県等の取組

を情報収集し、必要な情報提供を行う等、こうした都道府県等

の取組を支援する。 

 

イ 拠点病院は、都道府県での肝疾患の診療ネットワークの中心

的な役割を果たす医療機関として、地方公共団体と協力して、

他の専門医療機関やかかりつけ医と連携しつつ、肝炎患者等が

地域で良質かつ適切な肝炎医療を受けられる環境を整備するよ

う取り組む。国、都道府県及び肝炎情報センターは、こうした

拠点病院の取組に対して必要な支援を行う。 

 

ウ 都道府県は、肝炎対策の推進に係る計画等を通じ、拠点病院

等と協力しながら、肝炎医療の推進に取り組む。 

 

エ 都道府県は、地域の肝炎対策を推進するため、行政、医療関

係者、肝炎患者等その他の関係者で協議を行う場を設けるとと

もに、その適切な実施及び運営を図ることが重要である。また、

都道府県は、拠点病院の主催する拠点病院連絡協議会等におい

て肝炎患者等の意見が反映されるように運営を支援する。 

 

オ 国は、肝炎情報センターと連携して、地域や職域において健

康管理に携わる者が肝炎患者等に対して提供するために必要な

情報を取りまとめるとともに、地方公共団体、拠点病院等が、

こうした情報を医療保険者、事業主等へ提供できるよう、技術

的支援等を行う。あわせて、国は、健康管理に携わる者を通し

て、肝炎患者等に対し適切な情報提供が図られるような取組を



16  

 

 

カ 肝炎情報センターは、拠点病院の医療従事者等を対象にした効果

的な研修や情報提供を進める。また、拠点病院は、肝炎医療に携わる

者への研修等を行うとともに、地域での肝炎診療ネットワークの構築

がさらに進むよう取り組む。国及び都道府県は、肝炎情報センター及

び拠点病院のこれらの取組に対して必要な支援を行う。 

 

 

キ 国は、研究班の成果や各地域での取組を踏まえつつ、地域の特性

に応じ、肝炎患者等が適切な医療を受けられる診療連携体制の強化の

ための取組を支援する。 

 

ク 国は、肝炎への理解を図るための知識や取組事例等を踏まえた肝

炎患者等に対する望ましい配慮のあり方について、事業主等に対して

分かりやすく啓発するための検討を行う。国は、その成果を活用し、

地方公共団体及び拠点病院とも連携しながら、事業主等へ普及啓発を

行う。 

 

ケ 国は、就労を維持しながら適切な肝炎医療を受けることができる

環境の整備等について、各事業主団体に対し、協力を要請する。加え

て、国、地方公共団体、拠点病院等は、心身等への負担がより少ない

治療が可能となったことを踏まえ、働きながら適切な肝炎医療を受け

ることができるよう、必要に応じて職域において健康管理に携わる者

等の協力を受けながら、事業主等に対して肝炎に関する啓発等を行

う。 

 

コ 国は、肝炎医療費助成、定期検査費用助成、高額療養費制度等の

推進する。 

 

カ 肝炎情報センターは、拠点病院の医療従事者等を対象にした

効果的な研修や情報提供を進める。また、拠点病院は、肝炎医

療に携わる者への研修等を行うとともに、地域での肝炎診療ネ

ットワークの構築がさらに進むよう取り組む。国及び都道府県

は、肝炎情報センター及び拠点病院のこれらの取組に対して必

要な支援を行う。 

 

キ 国は、研究班の成果や各地域での取組を踏まえつつ、地域の

特性に応じ、肝炎患者等が適切な医療を受けられる診療連携体

制の強化のための取組を支援する。 

 

ク 国は、肝炎への理解を図るための知識や取組事例等を踏まえ

た肝炎患者等に対する望ましい配慮のあり方について、事業主

等に対して分かりやすく啓発するための検討を引き続き行う。

国は、その成果を活用し、地方公共団体及び拠点病院とも連携

しながら、事業主等へ普及啓発を行う。 

 

ケ 国は、就労を維持しながら適切な肝炎医療を受けることがで

きる環境の整備等について、各事業主団体に対し、協力を要請

する。加えて、国、地方公共団体、拠点病院等は、心身等への

負担がより少ない治療が可能となったことを踏まえ、働きなが

ら適切な肝炎医療を受けることができるよう、必要に応じて職

域において健康管理に携わる者等の協力を受けながら、事業主

等に対して肝炎に関する啓発等を行う。 

 

コ 国は、抗ウイルス療法肝炎医療費助成、重度肝硬変・肝が
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肝炎医療に関する制度をはじめ、傷病手当金、障害年金、身体障害者

手帳等の肝炎患者等に関係する制度について、肝炎情報センター、地

方公共団体、拠点病院の肝疾患相談センター等を通じて肝炎患者等に

対して必要な情報提供を行うことにより、これらの制度の活用が図ら

れるようにする。 

 

 

 

サ 肝炎情報センターは、肝炎医療に係る最新情報、拠点病院、専門

機関等の情報及び拠点病院等において対応可能である新抗ウイルス

療法も含めた肝炎医療の内容に関して情報収集を行い、肝炎情報セン

ターのホームページに分かりやすく掲載すること等により、可能な限

り迅速に周知を図る。  

 

シ 肝炎患者等への相談対応について、都道府県及び拠点病院は、地

域の実情に応じて適切な体制を整備する。 

 

第５ 肝炎の予防及び肝炎医療に関する人材の育成に関する事項 

（１）今後の取組の方針について 

肝炎ウイルスへの新たな感染を防止し、肝炎医療の水準を向上さ

せるためには、肝炎の予防及び医療に携わる人材の育成が重要であ

る。 

このため、肝炎ウイルスへの新たな感染の発生の防止に資するよ

う、肝炎の感染予防について知識を持つ人材を育成するとともに、肝

炎ウイルス感染が判明した後に適切な肝炎医療に結びつけるための

人材を育成する必要がある。 

また、肝炎医療に携わる者が、最新の肝炎検査に関する知見を修得

ん入通院医療費助成、定期検査費用助成、高額療養費制度等の

肝炎医療に関する制度をはじめ、傷病手当金、障害年金、身体障

害者手帳等の肝炎患者等に関係する制度について、肝炎情報セ

ンター、地方公共団体、拠点病院の肝疾患相談センター等を通じ

て肝炎患者等に対して必要な情報提供を行うことにより、これ

らの制度の活用が図られるようにするとともに、制度活用を阻

害する要因の研究と克服に取り組む。 

 

サ 肝炎情報センターは、肝炎医療に係る最新情報、拠点病院、

専門機関等の情報及び拠点病院等において対応可能である新

たな抗ウイルス療法も含めた肝炎医療の内容に関して情報収

集を行い、肝炎情報センターのホームページに分かりやすく掲

載すること等により、可能な限り迅速に周知を図る。 

 

シ 肝炎患者等への相談対応について、都道府県及び拠点病院

は、地域の実情に応じつつＷＥＢ環境の活用等も含めて肝炎患者

等の要望に応ずるために必要な体制を整備する。 

 

第５ 肝炎の予防及び肝炎医療に関する人材の育成に関する事項 

（１）今後の取組の方針について 

肝炎ウイルスへの新たな感染を防止し、肝炎医療の水準を向

上させるためには、肝炎の予防及び医療に携わる人材の育成が

重要である。 

このため、肝炎ウイルスへの新たな感染の発生の防止に資す

るよう、肝炎の感染予防について知識を持つ人材を育成すると

ともに、肝炎ウイルス感染が判明した後に適切な肝炎医療に結

びつけるための人材を育成する必要がある。 

また、肝炎医療に携わる者が、最新の肝炎検査に関する知見
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することは、適切な治療方針の決定や患者に対し的確な説明を行う上

で非常に重要であるため、肝炎情報センター及び拠点病院が中心とな

って、肝炎医療に携わる者の資質向上を図る必要がある。 

さらに、肝炎医療に限らず肝炎患者等が直面する諸課題に対応で

きる人材の育成、確保等を図ることが必要である。 

 

 

（２） 今後取組が必要な事項について 

ア 国は、肝炎ウイルスへの新たな感染の発生を防止するために作成され

た日常生活上の感染予防の留意点を取りまとめた啓発用の資材や、高

齢者施設及び保育施設における感染予防ガイドラインについて、地方

公共団体等と連携を図りながら、普及啓発を進めるとともに、これら

がより一層活用されるような方策を検討する。 

 

 

 

イ 地方公共団体は、国、拠点病院等と連携して、地域や職域において肝

炎の普及啓発、受検勧奨や肝炎ウイルス検査後のフォローアップ等の

支援を進める肝炎医療コーディネーター等の人材の育成に取り組

む。この際、肝炎医療コーディネーターの基本的な役割や活動内容等

について、国が示す考え方を踏まえ、都道府県等においてこれらを明

確にした上で育成と活用を進めることが重要である。 

 

 

 

 

ウ 国、肝炎情報センター、地方公共団体及び拠点病院は、肝炎ウイルス

を修得することは、適切な治療方針の決定や患者に対し的確な

説明を行う上で非常に重要であるため、肝炎情報センター及び

拠点病院が中心となって、肝炎医療に携わる者の資質向上を図

る必要がある。 

さらに、肝炎医療に限らず肝炎患者等が直面する諸課題に対

応できる人材の育成、確保等を図ることが必要である。 

 

（２） 今後取組が必要な事項について 

ア 国は、肝炎ウイルスへの新たな感染の発生を防止するために作

成された日常生活上の感染予防の留意点を取りまとめた啓発用

の資材や、高齢者施設及び保育施設における感染予防ガイドラ

インについて、地方公共団体等と連携を図りながら、普及啓発

を進めるとともに、これらがより一層活用されるような方策を

検討する。さらに、医療従事者を対象とする感染予防ガイドラ

インの作成・活用についての検討を進める。 

 

イ 地方公共団体は、国、拠点病院等と連携して、地域や職域にお

いて肝炎の普及啓発、受検勧奨や肝炎ウイルス検査後のフォロ

ーアップ等の支援を進める肝炎医療コーディネーター等の人

材の育成と活用に取り組む。この際、肝炎医療コーディネータ

ーの基本的な役割や活動内容等について、国が示す考え方を  を、踏

まえ、都道府県等においてこれらを明確にした上で育成を進め

ることが重要である。また、地方公共団体は、国、拠点病院等と

連携して、肝炎医療コーディネーター間の情報交換等の活動を

支援する。 

 

ウ 国、肝炎情報センター、地方公共団体及び拠点病院は、肝炎ウ

イルス検査実施機関において適切な検査が実施されるよう、保
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検査実施機関において適切な検査が実施されるよう、保健所や医療機

関の従事者に対して、最新の知見を踏まえた肝炎検査及び肝炎医療に

関する研修の機会を提供する。また、研修の実施機関は、研修の実施

状況について、適宜、国や都道府県に報告する。 

 

エ 肝炎情報センターは、拠点病院の医療従事者等を対象にした効果的な

研修や情報提供を進める。また、拠点病院は、肝炎医療に携わる者へ

の研修等を行うとともに、地域での肝炎診療ネットワークの構築がさ

らに進むよう取り組む。国及び都道府県は、肝炎情報センター及び拠

点病院のこれらの取組に対して必要な支援を行う。 

 

 

第６ 肝炎に関する調査及び研究に関する事項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１） 今後の取組の方針について 

肝炎研究については、これまでの成果を肝炎対策に適切に反映する

ため、研究実績を総合的に評価、検証するとともに、今後、行政的な

課題を解決するために必要な研究を実施していく必要がある。 

 

 

また、「肝炎研究 10 カ年戦略」に基づき、特に、Ｂ型肝炎や肝硬変に対

健所や医療機関の従事者に対して、最新の知見を踏まえた肝炎

検査及び肝炎医療に関する研修の機会を提供する。また、研修

の実施機関は、研修の実施状況について、適宜、国や都道府県

に報告する。 

 

エ 肝炎情報センターは、拠点病院の医療従事者等を対象にした効

果的な研修や情報提供を進める。また、拠点病院は、肝炎医療に

携わる者への研修等を行うとともに、地域での肝炎診療ネット

ワークの構築がさらに進むよう取り組む。国及び都道府県は、

肝炎情報センター及び拠点病院のこれらの取組に対して必要な

支援を行う。 

 

第６ 肝炎に関する調査及び研究に関する事項 

【ＳＶＲ後についての研究】 

＊「今後の取組の方針」及び「今後取組が必要な事項について」

に以下の趣旨を加える。 

「ウイルス性肝炎は、ウイルス排除後であっても、完全に回復す

るものではなく、例えば、Ｃ型肝炎については、肝がん発症の危

険性をふまえた継続的な経過観察が必要とされている。そこで、

ウイルス排除後の病態及び診察のあり方などについて研究を実施

していく必要がある」 

 

（１） 今後の取組の方針について 

肝炎研究については、これまでの成果を肝炎対策に適切に反

映するため、研究実績を総合的に評価、検証するとともに、今

後、行政的な課題の解決とりわけ受検・受診・受療の実績を高

いレベルで均てん化するために必要な研究を実施していく必要

がある。 

また、「肝炎研究 10 カ年戦略」に基づき、特に、Ｂ型肝炎や肝硬変
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する医薬品や治療法の開発等、肝炎医療の進捗を踏まえた研究内容の

重点化を図るとともに、国立研究開発法人日本医療研究開発機構（以

下「ＡＭＥＤ」という。）と協力しながら、研究実績を総合的に評価

及び検証する。 

また、肝炎対策を総合的に推進するための基盤となる肝炎研究を推

進するとともに、将来の肝炎研究を担う若手研究者の育成を行い、肝

炎研究の人的基盤の拡大を目指す。 

さらに、肝炎研究について、国民の理解を得られるよう、必要に応

じてＡＭＥＤの協力を得ながら、分かりやすい情報発信を推進する必

要がある。なお、研究成果の公表に当たっては差別や偏見を招くこと

のないよう、十分に配慮するものとする。 

 

（２） 今後取組が必要な事項について 

ア 国は、Ｂ型肝炎の創薬実用化研究を盛り込んだ「肝炎研究 10 カ

年戦略」に基づく肝炎研究を一層推進するとともに、その研究成果に

ついて評価及び検証を行い、肝炎対策推進協議会に報告する。 

 

 

イ 国は、肝炎研究分野において、若手研究者の人材育成を積極的に

行う。 

 

ウ 国は、肝炎対策の推進に資することを目的に、肝炎ウイルスへの

新たな感染の発生防止に資する研究、肝炎ウイルス検査受検促進及び

検査結果が陽性である者への効率的なフォローアップに関する研究、

医療機関において行われる肝炎ウイルス検査の結果の説明及び情

報提供の確実な実施に関する研究、地域における病診連携の推進に

資する研究、職域における肝炎患者等に対する望ましい配慮の在り方

に対する医薬品や治療法の開発等、肝炎医療の進捗を踏まえた研

究内容の重点化を図るとともに、国立研究開発法人日本医療研

究開発機構（以下「ＡＭＥＤ」という。）と協力しながら、研究

実績を総合的に評価及び検証する。 

また、肝炎対策を総合的に推進するための基盤となる肝炎研

究を推進するとともに、将来の肝炎研究を担う若手研究者の育

成を行い、肝炎研究の人的基盤の拡大を目指す。 

さらに、肝炎研究について、国民の理解を得られるよう、必

要に応じてＡＭＥＤの協力を得ながら、分かりやすい情報発信

を推進する必要がある。なお、研究成果の公表に当たっては差別

や偏見を招くことのないよう、十分に配慮するものとする。 

 

（２） 今後取組が必要な事項について 

ア 国は、Ｂ型肝炎の創薬実用化研究を盛り込んだ「肝炎研究 10 

カ年戦略」に基づく肝炎研究を一層推進するとともに、その研

究成果について評価及び検証を行い、肝炎対策推進協議会に報

告する。 

 

イ 国は、肝炎研究分野において、若手研究者の人材育成を積

極的に行う。 

 

ウ 国は、肝炎対策の推進に資することを目的に、Ｃ型肝炎の撲滅

を目指す総合的行程の研究、肝炎ウイルスへの新たな感染の発生防

止に資する研究、肝炎ウイルス検査受検促進及び検査結果が陽

性である者への効率的なフォローアップに関する研究、医療機

関において行われる肝炎ウイルス検査の結果の説明及び情

報提供の確実な実施に関する研究、地域における病診連携の

推進に資する研究、職域における肝炎患者等に対する望ましい
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に関する研究、肝硬変、肝がん等の病態別の実態を把握するための研

究、肝炎患者等に対する偏見や差別並びにその被害の防止に資する研

究等の行政的な課題を解決するための研究を「肝炎研究 10 カ年戦略」

に位置付け、これらの研究を実施する。 

 

 

エ 国は、肝炎研究について国民の理解を得られるよう、当該研究の成果

について分かりやすく公表し、周知を図る。 

 

第７ 肝炎医療のための医薬品の研究開発の推進に関する事項 

（１） 今後の取組の方針について 

肝炎治療に係る最近の動向を踏まえ、特にＢ型肝炎、肝硬変の治療

に係る医薬品の開発等に係る研究が促進され、医薬品、医療機器等の

品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律（昭和 35 年法律第 145 

号）の規定に基づく製造販売の承認が早期に行われるよう、治験及び臨

床研究を推進する。さらに、肝炎医療のための医薬品を含めた、特に

医療上必要性が高い医薬品及び医療機器が速やかに医療現場に導入

されるよう、審査の迅速化等の必要な措置を講じる必要がある。 

 

 

（２） 今後取組が必要な事項について 

ア 国は、肝炎医療の医療水準の向上等に資する新医薬品の開発等に係る

研究を推進する。 

 

イ 国は、肝炎医療に係る新医薬品を含めた医薬品開発等に係る治験及び

臨床研究を推進する。 

 

ウ 国は、肝炎医療に係る新医薬品、新医療機器等について、優れた製品

配慮の在り方に関する研究、肝硬変、肝がん等の病態別の実態

を把握するための研究、肝炎患者等に対する偏見や差別並びに

その被害の防止に資する研究等の行政的な課題を解決するための

研究を「肝炎研究 10 カ年戦略」に位置付け、これらの研究を実

施する。 

 

エ 国は、肝炎研究について国民の理解を得られるよう、当該研究

の成果について分かりやすく公表し、周知を図る。 

 

第７ 肝炎医療のための医薬品の研究開発の推進に関する事項 

（１） 今後の取組の方針について 

肝炎治療に係る最近の動向を踏まえ、特にＢ型肝炎、肝硬変、

肝がんの治療に係る医薬品の開発等に係る研究が促進され、医

薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法

律（昭和 35 年法律第 145 号）の規定に基づく製造販売の承認が早

期に行われるよう、治験及び臨床研究を推進する。さらに、肝

炎医療のための医薬品を含めた、特に医療上必要性が高い医薬

品及び医療機器が速やかに医療現場に導入されるよう、審査の

迅速化等の必要な措置を講じる必要がある。 

 

（２） 今後取組が必要な事項について 

ア 国は、肝炎医療の医療水準の向上等に資する新医薬品の開発等

に係る研究を推進する。 

 

イ 国は、肝炎医療に係る新医薬品を含めた医薬品開発等に係る治

験及び臨床研究を推進する。 

 

ウ 国は、肝炎医療に係る新医薬品、新医療機器等について、優れ
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を迅速に医療の現場に提供できるよう、有効性や安全性に関する審査

体制の充実強化等を図る等承認審査の迅速化や質の向上に向けた取

組を推進する。 

 

エ 国は、肝炎医療に係る新医薬品等のうち、欧米諸国で承認等されてい

るが国内で未承認の医薬品等であって医療上必要性が高いと認めら

れるものについて、関係企業に治験実施等の開発要請の取組を行う。 

 

 

オ 国は、肝炎医療に係る新医薬品等のうち、医療上の有用性等の要件を

満たす医薬品については、優先して承認審査を進める。 

 

第８ 肝炎に関する啓発及び知識の普及並びに肝炎患者等の人権の尊

重に関する事項 

 

（１）今後の取組の方針について 

肝炎に係る正しい知識については、いまだ国民に十分に浸透したと

は言えない状況にある。こうした中において、特定の血液凝固因子製

剤や集団予防接種により感染が拡大した経緯も踏まえ、肝炎ウイルス検

査の受検を勧奨し、また、肝炎ウイルスの新たな感染を予防するために

は、全ての国民に対して、肝炎の予防、病態及び治療に係る正しい理

解が進むよう普及啓発及び情報提供を推進する必要がある。 

また、早期に適切な治療を促すため、肝炎患者等が肝炎の病態及

び治療に係る正しい知識を持つことができるよう、普及啓発及び情

報提供を積極的に行うとともに、肝炎患者等の人権を守るため、肝

炎患者等が不当な差別を受けることなく、社会において安心して暮

らせる環境づくりを目指し、肝炎患者等とその家族等、医療従事

者、事業主等の関係者をはじめとした全ての国民が、肝炎について正

た製品を迅速に医療の現場に提供できるよう、有効性や安全性

に関する審査体制の充実強化等を図る等承認審査の迅速化や質

の向上に向けた取組を推進する。 

 

エ 国は、肝炎医療に係る新医薬品等のうち、欧米諸国で承認等さ

れているが国内で未承認の医薬品等であって医療上必要性が高

いと認められるものについて、関係企業に治験実施等の開発要

請の取組を行う。 

 

オ 国は、肝炎医療に係る新医薬品等のうち、医療上の有用性等の

要件を満たす医薬品については、優先して承認審査を進める。 

 

第８ 肝炎に関する啓発及び知識の普及並びに肝炎患者等の人権

の尊重に関する事項 

 

（１）今後の取組の方針について 

肝炎に係る正しい知識については、いまだ国民に十分に浸透

したとは言えない状況にある。こうした中において、特定の血

液凝固因子製剤や集団予防接種により感染が拡大した経緯も踏ま

え、肝炎ウイルス検査の受検を勧奨し、また、肝炎ウイルスの新た

な感染を予防するためには、全ての国民に対して、肝炎の予防、病

態及び治療に係る正しい理解が進むよう普及啓発及び情報提供

を推進する必要がある。 

また、早期に適切な治療を促すため、肝炎患者等が肝炎の病

態及び治療に係る正しい知識を持つことができるよう、普及啓

発及び情報提供を積極的に行うとともに、肝炎患者等の人権を

守るため、肝炎患者等が不当な差別を受けることなく、社会に

おいて安心して暮らせる環境づくりを目指し、肝炎患者等とそ
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しい知識を持つための普及啓発を推進する必要がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２） 今後取組が必要な事項について 

ア 国、地方公共団体等は、毎年七月の世界肝炎デー、日本肝炎デー及び

肝臓週間において、肝炎に関する集中的な普及啓発を行う等の取組を

行う。あわせて、国及び地方公共団体が連携し、医療関係者、関係学

会、事業主、肝炎患者等その他の関係者の協力も得ながら、効果的な

普及啓発を行う。 

 

イ 国は、地方公共団体と連携しながら、あらゆる世代の国民が肝炎に係

る正しい知識を持つよう、一層強力に普及啓発を行う。 

 

 

ウ 近年、我が国における感染事例の報告が増加してきているジェノタイ

プＡ のＢ型肝炎ウイルスによる急性肝炎は、成人期の感染でも肝炎

が遷延して慢性化しやすいことに鑑み、国及び地方公共団体は、国民

に対し、母子感染や乳幼児期の水平感染に加えて、ピアスの穴開けや

タトゥー（刺青）、性行為等により感染する可能性があり、予防策を

の家族等、医療従事者、事業主等の関係者をはじめとした全て

の国民が、肝炎について正しい知識を持つための普及啓発を推進す

る必要がある。 

さらに、ウイルス性肝炎患者を含む感染症患者に対する偏見・

差別意識及びこれらを原因とする人権侵害を解消するためには、

国民に対する人権教育が必要である。この点、『人権教育・啓発

に関する基本計画』（平成23年4月1日閣議決定）では、HIV感染

者・ハンセン病患者等につき、『感染症については、まず、治療

および予防といった医学的な対応が不可欠であることは言うまで

もないが、それととともに、患者、元患者や家族に対する偏見は

差別意識の解消など、人権に関する配慮も欠かせないところであ

る』としており、ウイルス性肝炎肝患者についても同様である 

 

（２） 今後取組が必要な事項について 

ア 国、地方公共団体等は、毎年七月の世界肝炎デー、日本肝炎デ

ー及び肝臓週間において、肝炎に関する集中的な普及啓発を行

う等の取組を行う。あわせて、国及び地方公共団体が連携し、

医療関係者、関係学会、事業主、肝炎患者等その他の関係者の

協力も得ながら、効果的な普及啓発を行う。 

 

イ 国は、地方公共団体と連携しながら、あらゆる世代の国民が肝

炎に係る正しい知識と人権感覚を持つよう、一層強力に普及啓

発を行う。 

 

ウ 近年、我が国における感染事例の報告が増加してきているジェ

ノタイプＡ のＢ型肝炎ウイルスによる急性肝炎は、成人期の感

染でも肝炎が遷延して慢性化しやすいことに鑑み、国及び地方

公共団体は、国民に対し、母子感染や乳幼児期の水平感染に加

えて、ピアスの穴開けやタトゥー（刺青）、性行為等により感染
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講じる必要があること等、必要な普及啓発を行う。 

 

 

エ 国は、ピアスの穴あけ等血液の付着する器具の共有を伴う行為

や性行為等、感染の危険性のある行為に興味を抱く年代に対して、

肝炎についての正しい知識と理解を深めるための普及啓発を進める

とともに、その推進方策について、地方公共団体、学校教育関係者、

患者団体等の様々な関係者と連携し検討を進める。 

 

 

オ 国及び地方公共団体は、肝炎患者等への受診勧奨を行うため、必

要に応じて肝炎情報センター、拠点病院等と連携し、医療保険者、医

師その他の医療従事者の団体、職域において健康管理に携わる者の団

体、事業主団体等の協力を得て、誰もが肝炎ウイルスに感染する可能

性があることや肝炎検査と早期受診の必要性等、肝炎についての基本

的な理解を得られるように取組を行う。 

 

 

カ 国は、就労を維持しながら適切な肝炎医療を受けることができる環境

の整備等について、各事業主団体に対し、協力を要請する。 

加えて、国、地方公共団体、拠点病院等は、心身等への負担がより

少ない治療が可能となったことを踏まえ、働きながら適切な肝炎医療

を受けることができるよう、必要に応じて職域において健康管理に携

わる者等の協力も受けながら、事業主等に対して肝炎に関する啓発等

を行う。 

 

 

キ 国及び肝炎情報センターは、地域の医療機関が肝炎に係る情報提供

する可能性があり、予防策を講じる必要があること等、必要な

普及啓発を行う。 

 

エ 国は、ピアスの穴あけやアートメイク等血液の付着する器

具の共有を伴う行為や性行為等の感染危険性について、こうし

た行為に興味を抱く年代が幅広く存在することに配慮しつつ、

肝炎についての正しい知識と理解を深めるための普及啓発を進

めるとともに、その推進方策について、地方公共団体、学校教育

関係者、患者団体等の様々な関係者と連携し検討を進める。 

 

オ 国及び地方公共団体は、肝炎患者等への受診勧奨を行うた

め、必要に応じて肝炎情報センター、拠点病院等と連携し、医

療保険者、医師その他の医療従事者の団体、職域において健康

管理に携わる者の団体、事業主団体等の協力を得て、誰もが肝

炎ウイルスに感染する可能性があることや肝炎検査と早期受診

の必要性等、肝炎についての基本的な理解を得られるように取

組を行う。 

 

カ 国は、就労を維持しながら適切な肝炎医療を受けることができ

る環境の整備等について、各事業主団体に対し、協力を要請す

る。 

加えて、国、地方公共団体、拠点病院等は、心身等への負担

がより少ない治療が可能となったことを踏まえ、働きながら適

切な肝炎医療を受けることができるよう、必要に応じて職域に

おいて健康管理に携わる者等の協力も受けながら、事業主等に

対して肝炎に関する啓発等を行う。 

 

キ 国及び肝炎情報センターは、地域の医療機関が肝炎に係る情
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を受けられるよう、拠点病院等に対し適切な研修や情報提供等を行う

ものとする。 

 

ク 肝炎患者等に対する適切な相談支援を図るため、都道府県及び拠点

病院は、相互に連携の上、市町村、医療機関等の関係者の協力を得な

がら、拠点病院の肝疾患相談センターも含めた窓口の設置状況等の周

知を図る。 

 

ケ 国は、医療保険者や事業主が肝炎ウイルス検査を実施する場合の検査

結果について、プライバシーに配慮した適正な通知と取扱いがなされ

るよう、医療保険者及び事業主に対して引き続き周知を行う。 

 

 

コ 国は、肝炎患者等に対する偏見や差別の被害の防止に向け、これまで

の研究成果を元に、具体的な方策を検討し、取組を進める。 

 

 

サ 偏見や差別に関する問題事案について、法務局や地方公共団体の

人権相談窓口等で相談に応じていることから、国、地方公共団体等に

おいて、必要に応じ当該窓口等の情報提供を行う。 

 

 

 

第９ その他肝炎対策の推進に関する重要事項 

（１）肝炎患者等及びその家族等に対する支援の強化及び充実 

 

ア 今後の取組の方針について 

報提供を受けられるよう、拠点病院等に対し適切な研修や情報提

供等を行うものとする。 

 

ク 肝炎患者等に対する適切な相談支援を図るため、都道府県及

び拠点病院は、相互に連携の上、市町村、医療機関等の関係者の

協力を得ながら、拠点病院の肝疾患相談センターも含めた窓口の

設置状況等の周知を図る。 

 

ケ 国は、医療保険者や事業主が肝炎ウイルス検査を実施する場合

の検査結果について、プライバシーに配慮した適正な通知と取

扱いがなされるよう、医療保険者及び事業主に対して引き続き

周知を行う。 

 

コ 国は、肝炎患者等に対する偏見や差別の被害の防止に向け、こ

れまでの研究成果を元に、具体的な方策を検討し、取組を進め

る。 

 

サ 偏見や差別に関する問題事案について、法務局や地方公共団

体の人権相談窓口等で相談に応じていることから、国、地方公

共団体等において、必要に応じ当該窓口等の情報提供を行う。 

 

ㇱ 国は、地方公共団体と連携して、ウイルス性肝炎患者に対す

る偏見や差別意識を解消するため、学校教育及び社会教育の場を

利用して、広く国民の人権感覚を高める施策を講じる。 

 

第９ その他肝炎対策の推進に関する重要事項 

（１）肝炎患者等及びその家族等に対する支援の強化及び充実 

 

ア 今後の取組の方針について 
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肝炎患者等及びその家族等が、肝炎医療を受けながら、生活の質の

向上を図ることができるよう、肝炎患者等やその経験者との協働を図

りながら、引き続き相談及び情報提供等の支援体制の充実を図り、精

神面でのサポート体制を強化する。また、肝炎患者等が不当な差別を受け

た場合、肝炎患者等一人一人の人権を尊重し、不当な差別を解消するため、

適切な対応を講じることができる体制づくりを進める必要がある。 

 

 

イ 今後取組が必要な事項について 

（ア） 都道府県、拠点病院等は、肝炎患者等及びその家族等の不安を

軽減するための情報提供に努めるとともに、肝炎患者等及びその家

族等と、医師をはじめとした医療従事者とのコミュニケーションの場を提

供することが重要である。国及び肝炎情報センターは、都道府県等のこ

うした取組に対して、必要な技術的支援を行う。 

 

（イ） 肝炎情報センターは、拠点病院の相談員が必要とする情報に

ついて整理し、適切に情報提供を行うようにする。 

 

（ウ） 偏見や差別に関する問題事案について、法務局や地方公共団体

の人権相談窓口等で相談に応じていることから、国、地方公共団体等に

おいて、必要に応じ当該窓口等の情報提供を行う。 

 

（２） 肝硬変及び肝がん患者に対する更なる支援の在り方 

肝炎から進行した肝硬変及び肝がんは、根治的な治療法が少なく、

また、患者の高齢化が進んでいる現状がある。このため、肝硬変及び

肝がん患者の不安を軽減するために、以下の取組を講じるものとす

る。 

 

肝炎患者等及びその家族等が、肝炎医療を受けながら、生活

の質の向上を図ることができるよう、肝炎患者等やその経験者

との協働を図りながら、引き続き相談及び情報提供等の支援体制

の充実を図り、精神面でのサポート体制を強化する。また、肝炎患

者等が不当な差別を受けた場合、肝炎患者等一人一人の人権を尊重

し、不当な差別を解消するため、適切な対応を講じることができる体制

づくりを進める必要がある。 

 

イ 今後取組が必要な事項について 

（ア） 都道府県、拠点病院等は、肝炎患者等及びその家族等の

不安を軽減するための情報提供に努めるとともに、肝炎患者等

及びその家族等と、医師をはじめとした医療従事者とのコミュニケ

ーションの場を提提供することが重要である。国及び肝炎情報センタ

ーは、都道府県等のこうした取組に対して、必要な技術的支援を

行う。 

（イ） 肝炎情報センターは、拠点病院の相談員が必要とする情

報について整理し、適切に情報提供を行うようにする。 

 

（ウ） 偏見や差別に関する問題事案について、法務局や地方公共

団体の人権相談窓口等で相談に応じていることから、国、地方公共

団体等において、必要に応じ当該窓口等の情報提供を行う。 

 

（２） 肝硬変及び肝がん患者に対する更なる支援の在り方 

肝炎から進行した肝硬変及び肝がんは、根治的な治療法が少

なく、また、患者の高齢化が進んでいる現状がある。このため、

肝硬変及び肝がん患者の不安を軽減するために、以下の取組を

講じるものとする。 
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ア 国は、肝硬変及び肝がんを含む肝疾患について、「肝炎研究 10 カ

年戦略」に基づく研究を推進する。あわせて、肝炎情報センター、拠

点病院等は、肝硬変及び肝がんを含む肝疾患に係る肝炎医療の水準の

向上等を図るため、医療従事者への研修及び情報提供等を推進する。 

 

 

イ 都道府県、拠点病院等は、肝炎から進行した肝硬変及び肝がん患者を

含む肝炎患者等及びその家族等の不安を軽減するための情報提供

に努めるとともに、肝炎患者等及びその家族等と、医師をはじめとした医

療従事者とのココミュニケーションの場を提供することが重要である。国

及び肝炎情報センターは、都道府県等のこうした取組に対して、必要

な技術的支援を行う。 

 

ウ 平成 22 年度から、一定の条件の下、身体障害者福祉法（昭和 24 

年法律第 283 号）における身体障害として、新たに肝臓機能障害の一

部について、障 害認定の対象とされ、平成 28 年度よりその対象を広

げたところであり、そ の認定状況の把握を行う。障害認定を受けた者

の肝臓移植、肝臓移植後の抗 免疫療法とそれらに伴う医療について

は、自立支援医療（更生医療）の対象 となっており、引き続き当該措

置を継続する。 

エ 国は、肝炎から進行した肝硬変及び肝がん患者に対する更なる支援の

在り方について、従前の調査研究の結果、新たな治療法の開発状況その他の

医療の状況、肝炎医療費助成や重症化予防事業等の施策の実施状況等を踏ま

え、検討を進める。 

 

（３） 地域の実情に応じた肝炎対策の推進 

ア 都道府県においては、肝炎対策基本法の趣旨に基づき、都道府県単

位での肝炎対策を推進するための計画を策定する等、地域の実情に応じ

ア 国は、肝硬変及び肝がんを含む肝疾患について、「肝炎研

究 10 カ年戦略」に基づく研究を推進する。あわせて、肝炎情報セ

ンター、拠点病院等は、肝硬変及び肝がんを含む肝疾患に係る肝

炎医療の水準の向上等を図るため、医療従事者への研修及び情報

提供等を推進する。 

 

イ 都道府県、拠点病院等は、肝炎から進行した肝硬変及び肝がん

患者を含む肝炎患者等及びその家族等の不安を軽減するため

の情報提供に努めるとともに、肝炎患者等及びその家族等と、医

師をはじめとした医療従事者とのココミュュニケーションの場を提

供することが重要である。国及び肝炎情報センターは、都道府県

等のこうした取組に対して、必要な技術的支援を行う。 

 

ウ 平成 22 年度から、一定の条件の下、身体障害者福祉法（昭

和 24 年法律第 283 号）における身体障害として、新たに肝臓

機能障害の一部について、障 害認定の対象とされ、平成 28 年

度よりその対象を広げたところであり、そ の認定状況の把握を

行う。障害認定を受けた者の肝臓移植、肝臓移植後の抗 免疫療

法とそれらに伴う医療については、自立支援医療（更生医療）の

対象 となっており、引き続き当該措置を継続する。 

エ 国は、平成30年12月から開始された研究事業「肝炎から進行し

た肝硬変及び肝がん患者に対する支援事業」を、研究事業の制度の

主旨等に沿うよう必要な見直しを図りつつ推進する。 

 

 

 

（３） 地域の実情に応じた肝炎対策の推進 

ア 都道府県においては、肝炎対策基本法の趣旨に基づき、都道府

県単位での肝炎対策を推進するための計画を策定する等、地域の
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た肝炎対策を講じるための体制を構築し、管内市区町村、拠点病院をは

じめとした医療関係者、肝炎患者等及びその他の関係者と連携して肝炎対

策を推進することが望まれる。このため、国は、都道府県に対して、地域の

実情に基づき、これらの関係者と協議のうえ、肝炎対策に係る計画及び目

標の設定を図るよう促す。また、都道府県は、その実施状況の把握、評価及

び見直しを実施することが重要である。 

また、地方公共団体は、積極的に、国をはじめとする他の行政機関

との連携を図りつつ肝炎対策を講じることが望まれる。この際、地域の実

情に応じ、保健所等の活用を図ることも重要である。 

なお、国及び肝炎情報センターは、地方公共団体が行うこれらの取

組に対し、必要に応じ技術的支援等を行う。 

 

 

 

 

イ 国及び肝炎情報センターは、都道府県間での肝炎医療の均てん化に

資するよう、その実施状況に鑑み、適切な情報提供や助言を地方公共団体、

拠点病院等に対して行うものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４） 国民の責務に基づく取組 

肝炎対策基本法第六条の規定に鑑み、肝炎対策は、肝炎患者等とそ

の家族等を含めた国民が主体的かつ積極的に活動する必要があり、以

実情に応じた肝炎対策を講じるための体制を構築し、管内市区町

村、拠点病院をはじめとした医療関係者、肝炎患者等及びその他の

関係者と連携して肝炎対策を推進することが望まれる。このため、国

は、都道府県に対して、地域の実情に基づきつつ、肝炎対策の実績が

高いレベルで均てん化されることをめざし、これらの関係者と協議

のうえ、肝炎対策に係る計画及び目標の設定を図るよう促す。また、

都道府県は、その実施状況の把握、評価及び見直しを実施することが

重要である。 

また、地方公共団体は、積極的に、国をはじめとする他の行

政機関との連携を図りつつ肝炎対策を講じることが望まれる。この

際、地域の実情に応じ、保健所等の活用を図ることも重要であ

る。 

なお、国及び肝炎情報センターは、地方公共団体が行うこれら

の取組に対し、必要に応じ技術的支援等を行う。 

 

イ 国及び肝炎情報センターは、都道府県間での肝炎医療の均てん

化に資するよう、その実施状況に鑑み、適切な情報提供や助言、さら

に必要な指摘を地方公共団体、拠点病院等に対して行うものとす

る。 

 

ウ 国及び肝炎情報センターは、地方公共団体の検診体制・陽性

者フォロー体制・相談体制、都道府県における肝炎医療提供体制

の具体的状況や、ウイルス検査受検率、陽性者受診率、死亡率と

いった肝炎対策の実績を示す各種情報の収集と整理に努め、その

結果を肝炎対策推進協議会に定期的に報告する。 

 

（４） 国民の責務に基づく取組 

肝炎対策基本法第六条の規定に鑑み、肝炎対策は、肝炎患者

等とその家族等を含めた国民が主体的かつ積極的に活動する必
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下の取組を進めることが重要である。 

ア 肝炎は放置すると肝硬変や肝がんという重篤な病態へと進展する

可能性があり、各人の健康保持及び生命に重大な影響をもたらし得る

疾病であることを十分認識して、国民一人一人が、少なくとも一回は

肝炎ウイルス検査を受検し、自身の肝炎ウイルス感染の有無を確認す

るとともに、必要に応じて精密検査の受診等の適切な行動を起こすよ

う努めること。 

 

イ  国民一人一人が、肝炎ウイルスへの新たな感染の可能性がある行

為について正しい知識を持ち、新たな感染が生じないよう適切に行動

すること。また、肝炎ウイルスの感染に関する知識が不足しているこ

と等により、肝炎患者等に対する不当な差別や、それに伴う肝炎患者

等の精神的な負担が生じることのないよう、正しい知識を身に付け、適切

な対応に努めること。 

 

（５）肝炎対策基本指針の見直し及び定期報告 

肝炎対策基本法第９条第５項においては、「厚生労働大臣は、肝炎医

療に関する状況の変化を勘案し、及び肝炎対策の効果に関する評価を踏ま

え、少なくとも５年ごとに、肝炎対策基本指針に検討を加え、必要があると認

めるときは、これを変更しなければならない。」とされている。 

本指針は、肝炎を巡る現状を踏まえ、肝炎対策を総合的に推進するために

基本となる事項について定めたものである。本指針に定める取組に関し、国

は、国、地方公共団体等における取組の状況について、定期的に調査

及び評価を行い、肝炎を巡る状況変化を的確に捉えた上で、必要があ

るときは、改正から５年を経過する前であっても、本指針について検

討を加え、改正するものとする。なお、本指針に定められた取組の状

況について、国は肝炎対策推進協議会に定期的に報告するものとす

る。 

要があり、以下の取組を進めることが重要である。 

ア 肝炎は放置すると肝硬変や肝がんという重篤な病態へと進

展する可能性があり、各人の健康保持及び生命に重大な影響を

もたらし得る疾病であることを十分認識して、国民一人一人が、

少なくとも一回は肝炎ウイルス検査を受検し、自身の肝炎ウイ

ルス感染の有無を確認するとともに、必要に応じて精密検査の

受診等の適切な行動を起こすよう努めること。 

 

イ  国民一人一人が、肝炎ウイルスへの新たな感染の可能性があ

る行為について正しい知識を持ち、新たな感染が生じないよう適

切に行動すること。また、肝炎ウイルスの感染に関する知識が不

足していること等により、肝炎患者等に対する不当な差別や、そ

れに伴う肝炎患者等の精神的な負担が生じることのないよう、正し

い知識を身に付け、適切な対応に努めること。 

 

（５）肝炎対策基本指針の見直し及び定期報告 

肝炎対策基本法第９条第５項においては、「厚生労働大臣は、肝

炎医療に関する状況の変化を勘案し、及び肝炎対策の効果に関する

評価を踏まえ、少なくとも５年ごとに、肝炎対策基本指針に検討を加

え、必要があると認めるときは、これを変更しなければならない。」

とされている。 

本指針は、肝炎を巡る現状を踏まえ、肝炎対策を総合的に推進するた

めに基本となる事項について定めたものである。本指針に定める取組に

関し、国は、国、地方公共団体等における取組の状況について、

定期的に調査及び評価を行い、肝炎を巡る状況変化を的確に捉

えた上で、必要があるときは、改正から５年を経過する前であ

っても、本指針について検討を加え、改正するものとする。な

お、本指針に定められた取組の状況について、国は肝炎対策推
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進協議会に定期的に報告するものとする。 

 

 


